
敷
島
浄
水
場
の
管
理
棟
に
あ
る
水
質

試
験
室
で
は
、
市
民
の
皆
さ
ん
に
安
全

性
の
高
い
水
道
水
を
供
給
で
き
る
よ
う
、

法
律
に
基
づ
き
給
水
栓
（
蛇
口
の
水
）

の
水
質
検
査
を
行
っ
て
い
ま
す
。
さ
ら

に
、
給
水
栓
に
届
く
ま
で
の
過
程
に
あ

る
、
原
水
（
井
戸
水
）
や
浄
水
施
設
に
つ

い
て
も
厳
し
い
監
視
を
続
け
て
い
ま
す
。

浄
水
課
で
は
、
分
析
機
器
の
充
実
化

を
図
り
、
よ
り
精
度
の
高
い
分
析
環
境

を
整
備
し
、
厳
重
に
水
道
水
の
安
全
性

の
確
認
を
行
っ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
市
民
の
皆
さ
ん
に
よ
り
快
適

に
水
道
水
を
使
用
し
て
い
た
だ
け
る
よ

う
、
水
道
水
質
に
関
す
る
問
い
合
わ
せ

も
承
っ
て
い
ま
す
。
ど
う
ぞ
、
お
気
軽

に
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

○
…
問
い
合
わ
せ
は
敷
島
浄
水
場

蕁
２
３
１
―
３
０
７
５
へ
。

もっと詳しいことが知りたい
方は水道局のホームページ
を、ぜひ、ご覧ください。
アドレスは、表紙のとおりです。

お問い合わせ・ご相談は　連絡先：前橋市水道局　前橋市岩神町三丁目13番15号　

水道料金・下水道使用料や支払い方法について
お客様センター
（委託先：譁ジーシーシー自治体サービス）

蕁890-3300水道の使用量や検針について

水道の使用開始・中止の届け出

道路上の漏水を見つけたとき
水道整備課 蕁890-3033

赤水やにごり、水の出が悪いとき

水道水の水質について 浄水課水質係 蕁231-3075

家庭内の水道設備については、直接水道局指定の業者へ

（業者が分からない場合は、お問い合わせください）
水道業務課 蕁890-3037

下水道の受益者負担金・分担金について 下水道建設課 蕁890-3063
下水道がつまったとき 下水道管理課 蕁890-3072

平成18年（2006年）11月1日　前橋市水道局発行
ホームページ　http://www.city.maebashi.gunma.jp/maesui/

イメージキャラクター「タンク君」

第12号

水
質
試
験
室

前
橋
市
で
は
、
国
の
水
質
基
準
に

適
合
す
る
た
め
、
万
全
な
体
制
を
と

り
な
が
ら
、
安
全
で
安
心
な
水
道
水

を
供
給
し
て
い
ま
す
。

■水道メーター取り替えにご協力ください
家庭に取り付けられている水道メーターは、計量法に基づ
き８年ごとに交換しなければなりません。該当する家庭に
は、水道局で委託した工事業者が訪問します。
訪問する工事業者は「前橋市水道局メーター取替請負業

者」と表示した腕章、または身分証明書を携帯しています。
なお、水道メーターは水道局の所有であるため、取り替え
費用は無料です。作業は一時的断水を伴うため、ご迷惑をお
掛けしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。
○…問い合わせは水道業務課蕁890－3052へ。

■水道料金のお支払いは便利な口座振替で
口座振替の申し込みは市内の各金融機関、水道局、

市役所水道局窓口、大胡・宮城・粕川支所総務課ま
たは検針員へお申し込みください。なお、郵便局で
の利用を希望するお客さまは、郵便局の窓口へ直接
お申し込みください。
お申し込みの際は、水道番号が記載されている「水
道使用量等のお知らせ」（または領収証書）、預貯金
通帳、届け出印を持参してください。
口座振替予定日は、検針月の翌月10日です。「水道
使用量等のお知らせ」に口座振替予定日が記載して
ありますので、預貯金残高が不足しないよう、確認
してください。
○…問い合わせはお客様センター蕁890－3300へ。

ご用意していただくもの
①水道番号がわかるもの
（水道使用量等のお知らせなど）

②お届けの印鑑

③預・貯金通帳

■ご相談ください
生活が著しく困窮し、支払いが困難な場合、水道料金および下水道使用料が減額されることがあります

（ただし、生活保護法に準じる世帯が対象）。
手続きには申請書類が必要ですので、ご相談ください。
このほか、天災などの被害を受け、国などから減免の要請を受けた場合も対象になります。

○…問い合わせは水道業務課蕁890－3052へ。



水
道
事
業
は
、
財
政
計
画（
平
成
十
七
年

度
〜
十
九
年
度
）の
初
年
次
に
当
た
り
ま
し

た
が
、
水
需
要
の
減
少
傾
向
は
依
然
と
し

て
続
い
て
お
り
、
厳
し
い
経
営
環
境
下
で

の
事
業
運
営
と
な
り
ま
し
た
。

下
水
道
事
業
は
財
政
計
画
に
基
づ
く
使

用
料
算
定
期
間（
平
成
十
七
年
度
〜
十
九
年

度
）の
初
年
次
に
当
た
り
ま
し
た
が
、
合
併

に
よ
り
最
も
低
廉
な
前
橋
地
区
の
下
水
道

使
用
料
に
統
一
し
た
こ
と
か
ら
、
下
水
道

使
用
料
の
改
定
を
見
送
っ
た
た
め
、
翌
十

八
年
度
に
は
資
金
不
足
も
見
込
ま
れ
る
厳

し
い
財
政
状
況
下
で
の
事
業
運
営
と
な
り

ま
し
た
。

こ
の
よ
う
な
状
況
の
な
か
、
快
適
な
生

活
環
境
の
拡
大
を
図
る
た
め
、
下
水
道
管

の
布
設
を
着
実
に
進
め
、
社
会
資
本
の
整

備
に
努
め
ま
し
た
。

こ
の
結
果
、
行
政
区
域
内
人
口
に
対
す

る
普
及
率
は
六
八
・
五
謾
と
な
り
、
前
年
度

よ
り
〇
・
七
謾
上
が
り
ま
し
た
。

下
水
道
事
業
は
整
備
途
上
に
あ
る
こ
と

か
ら
、
こ
れ
ま
で
多
額
の
事
業
費
が
投
資

さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
た
め
、
使
用
料
算

定
の
対
象
と
な
る
減
価
償
却
費
な
ど
の
資

本
費
が
増
加
し
、
損
益
収
支
を
圧
迫
し
て
、

赤
字
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
、
と
て
も
厳

し
い
経
営
状
況
と
な
っ
て
い
ま
す
。

こ
う
し
た
状
況
で
す
が
、
事
務
事
業
の

見
直
し
に
よ
る
一
層
の
経
費
の
削
減
に
努

め
、
合
併
に
よ
る
ス
ケ
ー
ル
メ
リ
ッ
ト（
規

模
拡
大
の
効
果
）を
生
か
し
た
効
率
的
な
事

業
運
営
を
図
り
な
が
ら
、
さ
ら
な
る
経
営

の
合
理
化
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

○
…
決
算
に
関
す
る
問
い
合
わ
せ
は
総
務
課

蕁
８
９
０
―
３
０
１
３
へ
。

汚水をきれいにするための経費とその財源水道水を作るための経費とその財源

※収入が支出に不足する額19.0億円は、現金支出を伴わな
い減価償却費等で補てんしました。

※収入が支出に不足する額20.1億円は、現金支出を伴わな
い減価償却費等で補てんしました。

※収入から支出を差し引くと、0.7億円の純利益でした。 ※収入から支出を差し引くと、6.0億円の純損失（赤字）でした。

水道事業収益的収支 下水道事業収益的収支

※消費税抜き ※消費税抜き

下水道施設を作るための経費とその財源水道施設を作るための経費とその財源
水道事業資本的収支 下水道事業資本的収支

※消費税抜き ※消費税抜き

※
1

※
2

注
釈

※
１
財
政
計
画
・
概
ね
三
年
ご
と
に
事
業
の
計
画
を
決
め
、
そ

の
計
画
に
基
づ
き
事
業
を
行
い
ま
す
。

※
２
損
益
収
支
・
一
定
期
間
の
収
益
と
、
そ
れ
に
対
応
す
る
費

用
の
差
し
引
き
に
よ
っ
て
、
企
業
経
営
の
経

営
成
績
を
明
ら
か
に
し
ま
す
。

各
家
庭
に
引
き
込
ま
れ
て
い
る
給

水
管（
水
道
管
）の
一
部
に
は
、
加
工
し

や
す
い
鉛
製
の
給
水
管
が
長
年
使
用

さ
れ
て
き
ま
し
た
。

鉛
製
給
水
管
の
場
合
、
長
時
間
使

わ
な
か
っ
た
水
道
水
の
中
に
、
ご
く

わ
ず
か
に
鉛
が
溶
け
出
し
て
し
ま
う

可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

長
時
間
、
水
道
水
を
使
わ
な
か
っ

た
と
き
は
、
使
い
始
め
に
バ
ケ
ツ
一

杯
く
ら
い
の
水
を
、
飲
み
水
や
調
理

以
外
に
お
使
い
い
た
だ
け
ば
水
質
に

問
題
あ
り
ま
せ
ん
が
、
よ
り
安
心
し

て
お
使
い
い
た
だ
く
た
め
、
水
道
局

で
は「
鉛
製
給
水
管
取
替
工
事
助
成
制

度
」を
設
け
、
鉛
製
給
水
管
の
解
消
に

努
め
て
い
ま
す
。

給
水
管
は
お
客
様
の
財
産
で
あ
る
た

め
、
取
り
替
え
費
用
は
個
人
負
担
と

な
り
ま
す
が
、
こ
の
制
度
に
よ
り
工

鉛
製
給
水
管
取
替

工
事
費
の
一
部
を

助
成
し
ま
す

事
費
用
の
三
分
の
一（
上
限
五
万
円
）を

助
成
し
ま
す
。

な
お
、
本
市
で
は
平
成
二
年
七
月

以
降
の
給
水
装
置
工
事
に
お
い
て
、

鉛
製
の
給
水
管
使
用
を
認
め
て
お
り

ま
せ
ん
。

申
請
期
限
は
、
平
成
二
十
年
三
月

三
十
一
日
ま
で
と
な
っ
て
お
り
、
申
請

に
当
た
り
工
事
の
条
件
な
ど
が
あ
り

ま
す
の
で
、
お
早
め
に
ご
相
談
く
だ

さ
い
。

○
…
問
い
合
わ
せ
は
、
水
道
業
務
課

蕁
８
９
０
―
３
０
４
３
へ
。


